
○　納税義務者
　国民健康保険の被保険者のいる世帯の世帯主に課税されます。

○　年税額（①＋②＋③＋④）
　①医療分の賦課額と、②後期高齢者支援金分の賦課額、③介護納付金分の賦課額（４０歳以上６５歳未満のかた）、
　④子ども・子育て支援金分の賦課額の合算額となります。

○　納期
　７月～翌年２月までの８期となっております。年度途中で加入した場合は、届出の翌月からの納付となります。

１．基礎課税額（医療分）

Ａ所得割
→総所得金額から１人当たり最高４３万円を控除した後の額の合計に税率をかけます。

Ａ
＝ 円

(市に届出のある所得情報により)

均等割　　加入者１人につき年額 １８,３００円 （未就学児は半額）

Ｂ
１８,３００円 × ＝ 円

① ※100円未満切り捨て

Ｃ

平等割　　１世帯につき年額 ２７,９００円

２．後期高齢者支援金等課税額（後期高齢者支援金分）

所得割
→総所得金額から１人当たり最高４３万円を控除した後の額の合計に税率をかけます。

Ｄ
＝ 円

(市に届出のある所得情報により)

均等割　　加入者１人につき年額 ５,７００円 （未就学児は半額）

Ｅ
× ＝ 円

② ※100円未満切り捨て

Ｆ
平等割　　１世帯につき年額 ８,１００円

３．介護納付金課税額（介護納付金分）　４０歳以上６５歳未満のかたが国民健康保険に加入している場合。

所得割
→該当者の総所得金額から１人当たり最高４３万円を控除した後の額の合計に税率をかけます。

令和７年中の総所得金額等 Ｇ
４３万円 ＝ 円

(市に届出のある所得情報により)

均等割　　加入者１人につき年額 ６,５００円

Ｈ

× ＝ 円
③ ※100円未満切り捨て

Ｉ

平等割　　１世帯につき年額 ７,０００円

４．子ども・子育て支援金課税額（子ども支援金分）

所得割
→該当者の総所得金額から１人当たり最高４３万円を控除した後の額の合計に税率をかけます。

令和７年中の総所得金額等 Ｊ
＝ 円

(市に届出のある所得情報により)

均等割　　加入者１人につき年額 ８００円（均等割770円、18歳以上均等割30円の計）
※18歳に達する日以後の最初の3月31日以前までの子どもに係る均等割額は10割軽減となります。

18歳以上被保険者数

Ｋ

× ＝ 円
④ ※100円未満切り捨て

Ｌ
平等割　１世帯につき年額 １，１００円

　　　月から　　　月までの　　　ヵ月分

①＋②＋③＋④

円

Ｃ 円 円

年税額 Ａ＋Ｂ＋Ｃ
令和７年中の総所得金額等

４３万円 ８.５％－ × ＝
円 円 ６７万円を超える場合は、６７万円

Ｂ

人 円

Ｆ 円 円

Ｄ
年税額 Ｄ＋Ｅ＋Ｆ

令和７年中の総所得金額等

４３万円 ２.５％－ × ＝
円 円 ２６万円を超える場合は、２６万円

Ｅ

５,７００円 人 円

Ｇ
年税額 Ｇ＋Ｈ＋Ｉ

２.１％－ × ＝
円 円 １７万円を超える場合は、１７万円

Ｈ

６,５００円 人 円

Ｉ 円 円

Ｊ
年税額 Ｊ＋Ｋ＋Ｌ

４３万円 ０.３３％－ × ＝
円 円

Ｌ 円 円

３万円を超える場合は、３万円

Ｋ

８００円 人 円

令和８年度 国民健康保険税の計算方法について

割軽減

割軽減

割軽減

ヵ月分

ヵ月分

ヵ月分

ヵ月分

割軽減


